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　周知のように，マルクスは『資本論』第3音匡

第4篇第19章で「貨幣取扱資本」範囲壽を措定し

た後，第5篇第25章では，この貨幣取扱資本の
蛙イL形態として銀行資本を把握する視点を呈示

している。この両方を含めてわれわれはマルク

スの「貨幣取扱資本」論と呼び，特に後者を

「転化」論と呼ぷことにしたいのであるが，従

来，マルクスの「貨幣取扱資本」論は，いわゆ

る「宇野派」によってしばしばマルクス批判の

論点の1つとして取り上げられるほかは，ほと

んど論究の対象とされることがなかったように

思われる。

　言うまでもなく，宇野派がマルクスの「貨幣

取扱資本」論をしきりに批判するのは宇野派独

臼の利子論（信用論）の方法によるのであつ

て，「貨幣収扱資本」範田壽を否認しておくこと

は，言わば宇野派利子論の方法論的な前提なの

である。これに対して宇野派以外の論者は，マ

ルクスの「貨幣取扱資本」論を明示的に批判さ

れてはいない。けれども，その信用論の構成に

おいては，事実上宇野派利子論の方法が踏襲さ

れており，「貨幣収扱資本」範囲壽が何らかの理

論的位置づけを受けるということがないのであ

って，まさしく飯田裕康氏の言われるように，

「マルクスが銀行業の二重の起源とした一方の

貨幣ユ叉扱資本との関連は，従来の信用論研究で

は，手形割引による商業信用代位の側面に対し

て不当に軽視されていた」のである（同氏著

r貨幣・信用論』同文館，1976年，177ぺ一ジ参

照）。

　こうして今日では，｝「貨幣取扱資本」論なき

信用論咀がむしろ支配的であり，　マルクスの

「貨幣取扱資本」論はほとんど顧みられること

のない存在とな・っているのであるが，■それにも

かかわらず，事新しくそれを持ち出してここに

論じようとするのであれば，われわれは次のよ

うな諸論点を解明するのでなければなるまい。

すなわち，

（1〕そもそも宇野派のマルクス「貨幣取扱資

　木」論批判は，的を射たものであ一ったのかど

　うか，

（2〕宇野派利子論に典型的に見られるところ

　の，マルクス「貨幣取扱資本」論の否定の上

　に構築された鵯「貨幣取扱資本」論なき信用論”

　は，はたして成功しているものなのか否か，
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（3〕宇野派のマルクス批判に対する批判の形で

　示されたマルクス擁護論のマルクス「貨幣取

　扱資本」論理解は，いったい首町しう■るもの

　なのかどうか，

（4〕マルクスの「貨幣取扱資本」論は，本来如

　何に理解さるべきなのか，

15〕マルクスr貨幣⊥又扱資本」論の合理的な理

　解は，信用論研先に対してどのような新しい

　視一点を加えうるのか，

といった諸論点をである。

　無論，（1H3…4）は『資本論」理解をめぐる

論点であり，（2〕・15〕は信用論の展開・1が法に関

わる論一点である。そして，『資本論」における

「貨幣取扱資本」論の正確な理解なしに・それの

信用論における意義を論ずることはおよそ不可

能であるし，逆に信用論における「貨幣取扱資

本」論の意義を明確にすることなしには，マル

クスの「貨幣取扱資本」論を敢えて論究の対象

に取り上げることの意味も則確にはならない。

マルクスの「貨幣取扱資本」論を問題にする以

上，11〕～15〕の諸論点が凡て解1月されるのでなけ

ればならないのである。

　とはいえ，ここでそれらの論点の凡てに亘っ

て論じるというわけにはいかないし，議論の連

びとしても，まず（3〕・14〕の論点を解リ］した上で

／！〕の論点にIついて検討し，さらには（2ゆ論点の

解明に進み，それらを適じて㈲の論点について

明らかにする，というのが順当であろう。そこ

で本稿では，さしあたり（3〕・14〕の論点について

検討することに課題を限定して，以下，〔I〕に

おいては，マルクス錐護論の「貨幣取扱資本」

論理解は首肯しうるものなのカ）否か，という論

点について検討し，〔皿〕および〔皿〕において

は，マルクスの「貨幣取扱資本」論は本央如何

に理解されるべきなのか，という論点に関する

われわれの見解を呈示してみることにしたい。

〔I〕　マルクス擁護論の問題点

（1）　マルクス「転化」論の暖味さ

既述のとおり今口の信用論研究においては，

マルクスの「貨幣取扱資本」論はほとんど顧み

られることのない存在となっているのである

が，その一因は，あるいはマルクスの「転化」

論そのものの暖昧さにあると言うべきなのかも

しれない。と言うのは，r資本論」第3部第25

章に示されている「松化」論は，周知の如く，

次のような内容のものだからであ孔

　　r信用制度の他方の面は貨幣1舳1業の発展

　に結びついており，この発展は，当然，資本

　主義的生産のなかでは商品取引業の発展と同

　じ歩調で進んで行く。すでに前の篇（第19

　革）で見たように，事業家の準備金の保管，

　貨幣の受け払いや国際的支払の技術的操作，

　したがってまた地金収引は貨幣取引業者の手

　に集中される。この貨幣収引業と結びつい

　て，信用制度の他方の面，すなわち利子生み

　資本または貨幣資本の省＝理が，貨幣取引薬者

　の特殊な機能として発展する。貨幣の貸借が

　彼らの特殊な業務になる。彼らは貨幣資本の

　現実の貸し手と借り手とのあいだの媒介者の

　役をするようになる。一一般的に言えば，この

　面から見た銀行業者の薬務は，貸付可能な貨

　幣資本を白分の手中に大量に集中することに

　あり，したがって個々の貨幣の貸し手に代わ

　って銀行業者がすべての貨幣の貸し手の代表

　者として産業資本家や商業壷本家に相対する

　ようになる。彼らは貨幣資本の一一般的な管理

　者になる。」D

1）KarI　Marx，Dα∫κψ伽ムBuch　III．inκ〃正

　几伽α＿F〃ε∂γ｛oゐE旭gε1∫丁伽γ加，Band25，S．415

　－416．カール・マルクス「資本論』第3都，『マ

　ルクス＝エンゲルス全集』第25巻（1舳奇次郎訳），

　505－506ぺ一ジ。以’下r資木論』から引用する場

　合には，簡単化のために，各巻をそれぞれKτ

　κ∫z　K”と表示し，肌伽版原書のぺ一ジ
　敬のみを示す（訳文はすべて邦訳全集版の岡崎次

　郎氏の訳による）。

　ここにはたしかに，マルクスが貨幣取扱業の

転化形態として銀行業を，したがってまた貨幣

取扱資本の転化形態として銀行資本を把握しよ

うとしていたということが明確に示されてい
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る。けれども，この「転化」の論理は必ずしも

明瞭ではない，と言わざるをえない。貨幣取扱

資本と銀行資本との論理的な連関を指示すべき

肝心要の点が，「結びついて」という漠然とし

た表現2〕に止まっており，そのためマルクスの

この叙述そのものが，理論的に措定された貨幣

取扱資本の銀行資本への理論的転化（上向法的

展閉）を指摘したものとしてではなく，単に歴

史的に先行した貨幣取扱業の銀行業への歴史的

転化の事実を指摘したに過ぎないものであるか

のようにさえ読み取られうるのである3〕。

2）　この「結ぴついて」という表現でマルクスの

　「転化」工論がそうすんなりと呑み込めるものでな

　いということは，宇野派ならずとも，すでに高木

　暢哉氏の指摘されたところである。1司氏著「信用

　制度と信刷学説』（□木評論社，1959年）第3葦

　第5節参照。

3）　深町郁彌氏は，ここでわれわれが引用したのと

　同じ個所を「資本論』から引用されたのに続け

　て，「この叙述が，貨口．烙取扱薬の銀行業への転成

　の」便史灼過程としてあたえられているものであろ

　ことはいうまでもない。」（同氏＝拷＝『所有と信丹1』

　口本評論ネ上，ユ973年，201ぺ一ジ）　と言々処弓。

　氏もまた，マルクスの「車云化」．論を「歴史的紐

　化」論に過ぎないものと解されているのである。

　しかもマルクスは，これに先立って第19章に

おいて，「貨幣取引業は，それの元来の機能に

貸借の機能や信用の取引が結びつくようになれ

ば，もはや十分に発展しているわけである。と

いっても，このようなことはすでに貨幣⊥叉引業

の発端からあ・ったのではあるが。」仙と述べて，

貨幣取扱業が歴史的に「貸借の機能や信用の取

引」と結びついて発展してきたことを指摘し，

これに続けて「これについては，次篇，利子生

み資本のところで述べる。」5〕としていたのであ

る。ここでマルクスが指摘しているのは閉らか

に歴史的過程なのであづて，この歴史的過程に

ついて第5篇で述べる，と彼は言っているので

ある。先に引」．；1した第5篇第25章での叙述が，

この第19章での「予告」を受けたものだとすれ

ば，第25章でのマルクスの「転化」論は，なお
さら，「金言喬南転化」論ではなく「座虹1弓転化」

論だ，ということになってこざるをえない。

4）　K1アτS．332．

5）　Ebenda．

　事実，宇野派はマルクスの「転化」論を「歴

史的車云化」論に過ぎないものと解い〕，　さらに

進んでは，「貨幣取扱資本」範囲壽を否認するこ

とによって「理論的転化」論の可能性をも完全

に否定し去っているのである。この宇野派によ

るマルクス批判が，宇野派利子論の方法と対を

なすものであり，言わばその方法論的な前提を

なすものであるということは既述のところであ

るが，宇野派利子論のもう1つの方法論的前提

とも言うべき宇野派のマルクス「利子生み資

本」論批半■」に対しては数多くの批判が試みら

れ，マルクスの徹底的擁護が図られているのと

はまさに対照的に，宇野派のマルクス「貨幣取

扱資本」論批判がほとんど黙視されてきたとい

うのは，まことに奇妙なことだと言わなけれぱ

ならない。

6）宇野派の巾でも例えば小野英祐氏は，ある意味

　ではマルクス擁護者よりもはるかに正確に，マル

　クスの「転化」論を「理論111勺転化」論として読み

　取っておられる。1司氏稿「資金と信月1（一）」（立

　正大学「経済学季報』第ユ4巻第ユ・2合併号所

　収）2，16および19ぺ一ジ等参照。

　その意味では加藤義忠「商業資本の一種とし

ての貨幣取扱資本　　宇野派の諾説の検討一

一」（『経済』1973年8月号所収）7〕は，本格的に

宇野派批判を試みた1］征一一のものとして，大いに

注目されてよい。そこには，マルクスの「貨幣

取扱資本」論が如何に理解されているか，とい

うことが閉示されており，しかもそうした積極

的な見解は，宇野派によるマルクス批判を無視

して『資本論』の叙述をなぞ一っている眼りでは

ほとんど表面に現われることのないものなので

ある。

7）　後に「司氏’持『内業資木i論の研究』（ミネルヴァ

　湖メ，ユ977fOにほぼそ0）まま収録されている。

　以下の弓1用では1口］普のぺ一ジ数のみをホす。
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　だが，率直に言って，加藤氏の示されたマル

クス「貨幣収扱資木」論理解に対して，われわ

れはいくつかの根木的な疑問を禁じえない。そ

こで次に，問題の所在をいっそう明確にすると

いう意味も兼ねて，加藤氏のマルクス「貨幣取

扱資本」論狸解に対する若干の疑「閉点を挙げて

みることにしよう。

利子生み資本にほかならないのであるから，

「経営銀行資本」は貨幣収扱資本だということ

になるであろ㌔そして「経営銀行資本」とは

本来の意味での銀行資本のことにほかならない

のであるから，結局，銀行資本は貨幣取扱資本

だ，と言われていることになってしまわざるを

えない。何とも理解し難いのである。

　（2）　加藤説への疑問

　加藤氏の所説に対するわれわれg第1の疑問

は，マルクスの「転化」論における「結びつい

て」というあの表現の内容狸解に関するもので

ある。

　刀口藤氏は次のように言われる。すなわち，銀

行資本は「論理的には，近代的な資本制的貨幣

取扱資木と利子生み資本という二つのカテゴリ

ーの資本が合休して成立したものである。」

（ユ66ぺ一ジ）と。あるいは，「貨幣取扱資本は，

資本制的生産様式の下では，単独の，純化され

た臼立的形態では存在しないけれども，それは

利子生み資本および貨幣取扱資本という二つの

資本カテゴリーの合体形である銀行資本として

臼立的に存在する。」（170ぺ一ジ）とも。如何

にも而妖な命魍ではあるまいか。い・ったい，貨

幣取扱資本と利子生み資本は如何にして合体さ

れうるのであろうか。

　言うまでもなく，貨幣取扱資本は貨幣取扱業

に投下されることを止めるのでない限り（した

がって貨幣取扱資本でなくなるのでない限り）

利子生み資本と合体されることは不可能であ

り，しかしかく合体されて成るものはやはり利

子生み資本でしかありえない。利子生み資本が

貨幣収扱資本に合休される場合も同様である。

加藤氏は何かの思い違いをされているのではな

いだろうかo

　あるいは加藤氏は，いわゆる「経営銀行資

本」と「述用銀付資本」とを包含するものとし

て銀行貨本を理解され冨〕，そこから上のような

言われ方をされているのかもしれない。しかし

銀行資本をそのように理解するとしても，その

場合には「巡用銀行資本」は加藤氏の言われる

8）「経営銀行資木」および「逝用銀行資木」の概

　念規定については，η木1陽哉r銀行通論』（春秋

　社，1950f「）第8市二参照。

　他方，加藤氏は「貨幣取扱業務が貸借業務と

結合する」理由についても述べておられる。し

かし，両業務が結合される理由は，氏によれ

ば，「論理的には，貨幣取扱業務にしろ貸借業

務にしろ，ともに，貨幣の運動にかかわるもの

であり，したがって両業務を別々の独立した資

本によって行なうよりも，同一一の資本で行なう

方が資本にとってより養角命細ろそ」圭乏とい

うことでしかない（166ぺ一ジ参照。傍点一引

用者）。だが，はたしてマルクスが「転化」論

において「結びついて」と言っていることの内
容は，そのような便査直ろ去歯疾に過ぎないので

あろうか。そうではなくて，貨幣取扱は必ず信

用取扱を派生させるのであり，マルクスの言う

「結びついて」ということがそのような内容を

もつが故に，「貨幣取扱資本」範蟻の措定も

「転化」論も，理論的必然となるのではあるま

いか。

　次に，加藤氏の所説に対するわれわれの第2

の疑問は，銀行業における貨幣双扱業務の評価

に関わっている。

　氏は次のように言われる。すなわち，「銀行資

本の行なう業務は，五未白るにぽ利子生み資本を

管理し，それを貸付けること，それらに要する
技術的操作およびイ｝由引三ぽ単なる貨幣流通に

ともなう技術的操伊〕の遂行である。」（166ぺ

一ジ。傍点一引用者）と。また，こういう言い

方もされている。すなわち，「銀行資本の行な

う付随的機能として貨幣取扱資本の機能が遂行

されている」（143ぺ一ジ）と。見られるよう
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に，加藤氏は，銀付の基本的機能は利子生み資

本の管理（信用取扱）にあるとされ，貨幣取扱

は銀行の付随的機能に過ぎないとされているの

である。加藤氏に限らず，銀行にとって信用取

扱は「基本的」・「本来的」・「本質的」であり，

貨幣取扱は「付随的」・「副次的」・「派生的」で

あるとする見解は広く流布している州ものであ

るが，それはまた，1拘述の｝「貨幣収扱資本」

論なき信用論’’の背後にある見解でもあるので

ある11〕。

9）加藤氏は　①「貨幣流逝にともなう貨幣取扱業

　務」と　②「銀行資木の貨倍にともなう貨幣取扱

　業務」とを区別され，「貨幣取級資本の場合に問

　題とされるものは，前者の業務に限定さななけれ

　ばならない。」と言われろ（171ぺ一ジ参照）。勿

　論，「賞木論』第3部伽9章の段階では②など論外

　であるという点は氏の言われるとおりなのである

　が，問題は，それでは銀行業においては①と②は

　区別されなけれぱならないか，・という点にある。

　氏は①と②を混同しているとして宇野派を批判さ

　れているわけであるが，字野派の誤りは①と②の

　混同によるのではなく，「銀行資木の貸借にとも

　なう貨幣取扱業務」もまた「貨幣流通にともなう

　貨幣取扱業務」にほかならない，という点を理解

　しないところにあるのである。貨幣取扱業務その

　ものにとっては，その扱う貨幣が銀行〔身の貸し

　付けたそれか，それとも棚客Fr身が持ち込んだそ

　れか，ということはどうでもよい。いずれにして

　も，貨幣取扱業務にとっては顧客の所有に属する

　貨幣に違いないのである。銀行の貨幣取扱業務は

　「貨幣流通にともなう貨幣取扱業務」でしかない

　のであって，①と②が区別される必要は全くない

　と言ってよい。

10）「貨幣取引業の発膿から銀行業形成の論舳勺解

　1リ1（？一引用者）がなされながら，成立した銀行

　業の木質なり，本来の業務にあっては，貨幣取引

　を派生的・副次的な業務としてしリぞけ，もっぱ

　ら貨幣の貸借，利子つき資木の管上理が前景に登場

　する」といういわゆる正統派にしばしば見られる

　「奇妙な」理論構成のあり方については，竹村惰

　一「銀行業の導出について」（『バンキング」第

　207号所収）における批判を参照されたい（引用

　は同論文51ぺ一ジによる）。

　　因に，レーニン1｛牢のキ亨卒早岬雫早不㌧一い

　苓。すなや亭，［銀行似榊林来の業務は・
　支寺五6イlri介で差る。これ’関連して，銀行は遊休

　貨幣資木を稼動資木に，すなわち利澗をもたらす

　淡本に転化し，ありとあらゆる貨幣収入をかきあ

　つめて，それを資木家階級の管王一里にゆだねる。」

　（『資木主義の最高の段階としての帝閑主義』ナi！訳

　「レーニン全集』第22巻，241ぺ一ジ。傍点一〇！用

　者）と。あまりに簡潔な叙述であるために種々の

　解釈がありうるであろうが，ともかく昧読さるぺ

　きであろう。

l1）例えば宇野弘蔵氏は次のように言われる。すな

　わち，「銀行の業務についてはここで述べること

　はできないが，マルクスの所謂貨幣取扱資木から

　伝火した送企，取立，振朴その他の業務に対して

　は手徴米＝壬を取り，それがまたその資本の利滴をな

　すわけであるが，近代的銀行業ではかかる業務は

　寧ろ銀行信片jの附随11勺業務といってよい。」（同氏

　著『経済原論』下巻，岩波書店，ユ952年，249ぺ

　一ジ）と。

　たしかに，銀行利潤の主要かつ積極的な源泉

は貸付利子であり，貨付資本の主要かつ私極的

な源泉は利付預金なのであるから，利潤の取得

を推進的動機とする銀行経営の観点からは，信

用取扱こそ「基本的」・「木来的」な業務だ，と

いうことにもなろ㌔あるいはまた，信用論に

おいては　　そこではまさに銀行信用が問題な

のであるから　　当然に銀行の「利子生み資本

の管理」の側面が目を引くことにもなるであろ

う。しかし，資本の再生産過程との関連で見れ

ば，信用取扱業務と貨幣取扱業務とは，それぞ

れ資本の運動の異なった契機に立脚するそれぞ

れ別個の業務なのであって，理論的にいずれが

「基本的」でいずれが「付随的」だというよう

な関係にはありえないのである一2〕。　むしろ理

論的には，信用取扱こそ貨幣取扱から必然的に

派生せざるをえないのであり，それゆえにこそ

貨幣取扱資本は銀行資木に転化せざるをえない

のである。

12）高木1陽哉r銀行逝論』は，r銀行取引」をr貨

　幣敢引」と「貸付取引」との「一体化的紺合」と

　して把握するという優れた視点を∫1と示されてい

　る。しかし一’；三木氏は，①「貨幣取引」に「孤金取

　引」や「発券取引」が含まれるという理解，およ

　．び　②「人が貨幣収引を営むのは，それによって

　貸付取引に月「いる資金を形成せんがためである。」

　「手段と目的との関係において，貨幣取引と賞付

　取引とは不可分に結びついている」という理解を

マルクスの「貨幣取扱資本」論について--信用論と「貨幣取扱資本」範疇--
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べ一スとされたために（同書，48－52ぺ一ジ参

照），氏の折角の視点も一ト分な説得例｛をもちえな

かったように思われる。

　②のような理解について言えば，貨幣取扱業務

は，「刺寸果弓1jご刷いる資金を形成せんがため」
の手段なのでは｛いのであって，資本の再刈三産過

程の内にそれ独臼の根拠をもって成立するもので
ある。この貨幣攻扱業務の必然1灼な砧束として貸

イ寸可能な貨幣が形成されるということが，こ0）紬

果に着目する立場か弓は，仰管取扱業務は手段で
ある，というふうに見え名だけなのである。王■1；論

11勺には，貨幣取扱業務もやはり銀行の「目的」で

なけ才1ぱならない。

　①のような理解については，すでに三宅義犬氏

による批判がある。同氏稿「内業信用と銀行信

川」（信用理論研究会編『維麻　信用理論体系

I』l1木．沖論杜，1956午，所収）ユ80－183ぺ一ジ

参照。

　さて，加藤氏の所説に対するわれわれの第3

の疑問は，マルクス「貨幣取扱資本」論の方法

理解に関するものである。

　上に見る如く，加藤氏は貨幣取扱業務を銀行

の付随的業務とみなされ，しかも，この貨幣収

扱業務が貨借業務とともに銀行によって営まれ

る彊由を，「両業務を別べつの独立した資本に

よって行なうよりも，同一一の資本で行なう方が

資本にとってより費用節約的で」ある，という

点に求められる。もし加藤氏の言われるとおり

だとすれば，『資本論』第3部第19章はまさに

針小棒大の類であり，「転化」論は錯覚でしか

ない，ということになってしまわざるをえない

ようにわれわれには思えるのであるが，加藤氏

がそれを少しも異とされないのは，氏が銀行資

本＝貨幣取扱資本十α資本というふうに理解さ

れ13〕，銀行資本を構成している貨幣取扱資本と

α資本とをそれぞれ規定するのでなければ銀行

資本は当然措定できない，と考えておられるか

らなのである。

13）加藤氏がこのα資本を利子ノ1｛み資木と考えら

　れていることについては，すでに第ユの擁問点の

　ところで見たとおりであろ。

　氏は次のように言われる。すなわち，「資本
制的生産様式の下において、現実的に，貨酷攻

扱資本は，利子生み資本の貸借を基本的機能と

する銀行資本という形態をとって機能している

とはいえ，いいかえれば，銀行資本の行なう付

随的機能として貨幣取扱資本の機能が遂行され

ているとはいえ，この貨幣取扱資本を銀行資本

の他の業務たる利子生み資本の管理，すなわ

ち，その貸借および貸借に要する技術的操作か

ら分離・抽象し，純粋な形態で分析すれば，こ

の資本は資本の再生産過程の一一契機をなす流通

過程において展開される商品流通の対極として

の貨幣流通にともなう純粋に技術的諸操作を，

集中的・専門的に’媒介するものである。」（143

ぺ一ジ。傍点一引用者）と。このように，加藤

氏の理解されるところでは，①貨幣取扱資本は

現実に存在しており，②ただ貨幣取扱資本は

「銀行資木という形態をとって機能している」

だけなのであって，③銀行資本そのものは貨幣

取扱資本と「銀行資本の他の業務たる利子生み

資本の符理」のために投下されている資本部分

とに「分離」されうるのであり，④「銀行資本

の貸借にともなう貨幣敢扱業務」と区別される

べきものとしての「貨幣流通にともなう貨幣取

扱業務」1と疫十さ＾そいる壷合養人蔀岳ふ査繕

取扱資本だ，ということなのである。

　だが，かかる加藤氏の「貨幣収扱資本」なる

ものは，マルクスのそれとは全く異なるもので

ある。

　勿論，マルクスの「貨幣収扱資本」範田壽は，

決して盗意的に造り出したものではなく，現実

の銀行業の分析によって措定されたものであ

る。そしてたしかに，現実の銀行業は貨幣取扱

業務と信用取扱業務との「一一体化的■結合」にお

いて成立している。しかも貨幣取扱業務と信用

収扱業務とは，それぞれ資本の運動の相異なっ

た契機を根拠として成立するものであるから当

然分離しうるし，それぞれの措定されうる理論

的抽象のレベルが相異なるのであるから当然分

離して考察されなけれぱならない。マルクス自

身，第19章において考察されている貨幣取扱業

が，「信用制度と切り離した」「純粋な形態」で

のそれであることを明示しているとおりであ

マルクスの「貨幣取扱資本」論について--信用論と「貨幣取扱資本」範疇--
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るω。

ユ4）　Vgl．K．∬τS－334．

　とはいえ，貨幣取扱業務と信用取扱業務とが

分離されて考察されうるということが，ただち

に，銀行資本は「貨幣取扱資本」と例えば「信

用収扱資木」とに分割されうるということを意

味するわけではない。加藤氏はその点を収り違

えておられるように思われるのであるが，銀行

資本そのものは，貨幣取扱業務と信用取扱業務

との「一体化的結合」において成立している銀

行業に投じられているのであって，何か，貨幣

取扱業務に投じられている資本部分と信用取扱

業務に投じられている資本部分とに裁然と区分

されうる，というようなものでは元来ありえな

いのであ孔言うまでもなく，貨幣取扱業務は

信用取扱業務のために，貸付資本の一部を形成

せしめ，借り手の信用状態のデータを与え，

いわゆる「信用創造」のための技術的手段を提

供しているのであるから，しかもそれらのこと

を抜きにして十全なる信用取扱業務は成り立ち

えないのであるから，仮に貨幣取扱業務に投ぜ

られる資本部分というものを想定してみても，

それが同時に信用取扱業務のために投ぜられる

資未蔀缶そも圭乏ということは否定しえないの

である。

　マルクス臼身，銀行資本を「貨幣取扱資本」

と例えばr信用取扱資本」とに分割可能なもの

とみなし，そのr貨幣取扱資木」を「信用取扱

資本」から分離して第19革で考察しているので

は決してないのであって，資本の述動のそれぞ

れ異なっ牟契機に立脚する貨幣取扱業務と信用

収扱業務とを，そのまさに立脚する契機の連い

の故に，したがってまた，それぞれの措定され

うる理論的抽象のレベルの相逃の故に，分離し

て考察しているのである。その場合，貨幣取扱

業務は資本の流通過程で「貨幣が行なう純粋に

技術的な諸迦動」を根拠とするに過ぎないのに

対して，信用収扱業務は，一一方では商業信用の

展開を前提としており，他方では再生産過程の

外部での貸付可能な貨幣の臼立化を前提として

いる。無論，この貸付可能な貨幣は資本の再生

産過程に生ずる蓄蔵貨幣から形成されるのでは

あるが，しかし，個別諸資本の手中に生ずる蓄

蔵貨幣がそのままで貸付可能な貨幣たりうるわ

けでは決してない15）。そこには媒介項が必要な

のである。といって，銀行業自身をその媒介項

とするわけにはいかない。銀行業（ここでは信

用取扱業としてのそれ）は貸付可能な貨幣の再

生産過程の外部での自立化によって成立するに

もかかわらず，その貸付可能な貨幣の自立化を

銀行業によって媒介せしめるとすれば，それは

循環論法以外の何ものでもありえないのであ
が①。

／5）　この「個別諸資木の手巾に生ずる蓄蔵貨幣がそ

　のままで貸付可能な貨幣たりうるわけではない」

　という点の確認は．マルクスの「貨幣取扱資木」

　論を理解する上で，決定1’1勺に重要である。この点

　については後に詳述するつもりである。なお，浜

　野俊一郎「信用論休系の諸問趨」飯田繁編著「イ

　ンフレと金融の経済学j　（ミネルヴァ書房，！979

　年）第7章，168ぺ一ジ以下参照。

16）↑貨幣取扱淡木」論なき信用論｝における銀行

　業（銀行資本）の措定は，しばしばかかる循環論

　法に陥っている。しかしその点については別の機

　会に論じたい。

　では，蓄蔵貨幣の貸付可能な貨幣への転化を

媒介するものは何か。それが貨幣取扱業務であ

る。貨幣取扱業務は，資本の流通過程で「貨幣

が行なう純粋に技術的な諸迎動」を媒介するに

過ぎないが，その単なる技術的な諸操作が，資

本の再生産過程からネ．1＝会的に白立した貨幣群を

創出する。そして理論上初めて貸付可能な貨幣

たりうるものは，かかる貨幣群をおいてほかに

はないのである。

　そこで，考察によってかく至1」達しえたところ

から，今度は，叙述が逆の道筋を辿っていかな

ければならない。

　利潤論の論理段階では，それまでは在全的空

費をなすものとされていた流通費が，個別諸資

木にとっての費用価格を構成するものとして現

われる。個別諾資本にとって価格は社会的に与

えられたものであるから，彼らの個別的利潤率

マルクスの「貨幣取扱資本」論について--信用論と「貨幣取扱資本」範疇--
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の高さは，費用価格によって決定されるものと

して現われることになる。彼らは費用価格の切

り下げに努める。彼らは，賃金を切り下げよう

とし，同じ賃金でより多くの労働を搾取しよう

とし，さらには「不変資本充用上の節約」に努

める。しかしそれらとともに彼らは，流通費の

節減を求める。その場合，生産過程に充用され

る資本部分の節約は，産業資本白身が自らの才

鴛㌶ζ㌫二㌻㌫㌶ごわ
を他に特むことも可能である。流通行為を他に

委ねたからといって産業資本が産業資本たる資

格を失うわけではないし，流通費は，個別諸資

本の個別的努力によるよりも，流通行為を社会

的に集中した方がはるかに節約され易いのであ

る。

　かくて貨幣取扱業務もまた個別諾資本の手を

離れてゆ㍍そして貨幣取扱業務が「独立して

一つの特殊な資本の機能となり，この資本がそ

れを，そしてただそれだけを，n分に特有な操

作として営むようになるとき」1η，この資本は

貨幣取扱資本なのである。「今では総資本のう

ちから一定の部分が貨幣資本の形態で分離し独

立して，この貨幣資本の資本家的機能は，ただ

産業資本家および商業資本家の総階級のために

この操作を行なうということだけになる。」1呂〕明

らかにこの論現段階では，貨幣取扱業とこれに

投下されるものとしての貨幣取扱資本とが，白

立的に存在しうるし，また白立的に存在しなけ

ればならない。

17）　五こ∬τS．327．

18）　Ebenda．

　ところが，貨幣取扱資本は，それの行なう単

なる技術的操作によって，再生産過程から社会

的に自立した貨幣群を創出しないではいない。

そしてかかる貨幣群は，さらに上向して信用制

度が措定されるに至一った論狸段階では，理論上

最初の貸付可能な貨幣として現われなければな

らないのである。

　だが，貨幣取扱資本の形成する貨幣群が現実

に貸し付けられるものとされる信用論の段階で

は，貨幣取扱資本は貨幣取扱資本のままではあ

りえない。それは，貨幣取扱業務とともに貸付

業務を営むものとして，銀行資本（銀行業）と

いう新たな規定を受け取らなければならない。

つまり，貨幣取扱資本はここで銀行資本に論理

的に転化しなければならないのである。それと

ともに，貨幣取扱資本の営むものとされていた

貨幣取扱業務そのものもまた，その一部が変質

せざるをえない。貨幣取扱資本が扱うものとさ

れていた貨幣の一部が，今や利子生み資本の規

定を受けており，したが一ってその取扱は信用取

扱業務であると言わなければならないのである。

　このように，貨幣収扱資本は，理論的揃象の

あるレベルでは臼立的に存在しうるし，また存

在しなければならない資本範蟻でありながら，

それ臼身が創出しないではいない1つの成果に

よって，上向した論理段階では銀行資本に転化

せざるをえないという内的必然性を秘めた理論

的捕象的な資本範田壽なのである。だから，宇野

派のように現実に実在しないという理由で「貨

幣取扱資本」範囲壽を否認することがまちがいで

あるのと同様に，加藤氏の如くに貨幣取扱資本

が銀行資本の構成部分として現実に存在してい

るとするのも誤りである，と言わなければなら

ない。その限りでは，どちらもマルクスの理論

的抽象の方法を理解しないものだ，と言わざる

をえないのである。

　以上に見るように，マルクスの「貨幣取扱資

本」論は，それの擁護者の側においても，なお

十分に理解されてきたとは言えないようであ

る。では，マルクスの「貨幣取扱資木」論は如

何に理解さるべきなのであろうか。

　以下，「貨幣取扱資本」範蟻の理解から，わ

れわれの見解を呈示していくことにしよう。

〔皿〕　「資本論」第3部第19章の

　　　構成と要点

　われわれの理解では，第19章「貨幣取扱資

本」は次の3つの部分から成っている（ぺ・一ジ

数はw〃加版原書による。以下同じ）。

マルクスの「貨幣取扱資本」論について--信用論と「貨幣取扱資本」範疇--
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①冒頭からS．329の第1パラグラフの終り
　まで。

②S．329の第2パラグラフからS．332の第

　1パラグラフの終りまで。

③S．332の第2パラグラフからこの章の終り

　まで。

　これらの3つの部分のうち，①および③の部

分は理論的な叙述のなされている部分であるの
に対して，ああ蔀みもま乏れら工全ミ在庵あ典

后る歴吏的ナ三叙述がなされそし、乏。ところが，

それにもかかわらず，第19章の初めから終りま

で同じ次元の叙述が続いているかのように従来

盟解され，そこから無川の誤解と混乱が生じて

きたのである。別ても，宇野派のマルクス「貨

幣取扱資本」論批判は，主に，②の歴史的叙述

の部分を他の理論的叙述の部分（①および③）

と弁別しえないところから生じていると言って

よい1〕。

1）拙稿「宇野派の『貨幣取扱資水』否認説につい

　て」（阪南大学『阪南論集　社会科学編」伽8巻

　第4号所収）参照。

　尭1b由と嘉み乏由嘉南叙述あ蔀缶工虚吏南寂

如紬二抽糺七壷糾乏と二は，マルク
三あ「舎細良妓壷未」糸を合理的に把握し直す

え島あ由尭点去痘し土台去念手のであって，以

下われわれは，第ユ9章を上述の3つの部分に卵

確に区分した上で，マルクス自身の叙述の要点

を再確認しておくことにしたい。

　（1）　第1の部分（理論的叙述の部分）

　冒頭においてマルクスは，「産業資本の流通

過程で，また……商品取引資本の流通過程で一

・貨幣が行なう純粋に技術的な諾運動は，それ

が独立して一つの特殊な資本の機能となり，こ

の資本がそれを，そしてただそれだけを，臼分

に特有な操作として営むようになるとき，この

資本を貨幣取引資本に転化させる。産業資本の

一部分，より詳しく言えばまた商品取引資本の

一部分は，絶えず貨幣形態で，貨幣資本一般と

して，存在するだけではなく，この技術的な諸

操作に携わっている貨幣資本として存在するで

あろう。今では総資本のうちから一定の部分が

貨幣資本の形態で分離し独立して，この貨幣資
太あ壷未豪南廃由壬，走走産乗台ふ豪去工δ由

業資本家の総階級のためにこの操作を行なうと

いうことだけになる。」（S・327．傍点一引用者）

「この貨幣資本の迎動も，やはり，ただ自分の
再生産過程上にある産業資人あ∴曲缶細正止し

たものの迦動でしかないのである。」（ebenda）

と述べて，貨幣取扱資本とは，①産業資本家お

よび枯銚如鮎如砧1と，壷如紬
由在そ缶転ふ合篶純杜1と良赤白ろ1油血由去座

介する，ということだけを機能とする特殊な資

本であり，②産薬資本の一部分が分離し独立し

て成立する資本範晴である，ということを明示

している。

　次いでマルクスは，「資本家は絶えず多くの

人々に貨幣を払い出し絶えず多くの人々から貨

幣の支払を受けなければならない」と述べて，

これに関わる技術的操作としてr貨幣支払や貨

幣収納」，「差額計算や決済行為」を挙げるとと

もに，「資本の一一定部分は絶えず蓄蔵貨幣とし

て，潜勢的な貨幣資木として，存在しなければ

ならない」と述べて，「収納や支払や簿言己のほ

かに」「保管」をその関迦での技術的操作とし

て挙げる（S．328）。そしてマルクスは「こ，の

純粋に技術的な操作が，特別な労働や費用一

流通費　　の原凶となるのである。」（ebenda）

としている2〕。

2）　この点に関して，m木磐男氏が次のように言わ

　れているのは，われわれにはどうも納得がいかな

　い。すなわちm木氏は，「貨幣取扱業の節約する

　流通費」は「1l＝牒資木の節約するそれと違って貨

　幣流通に必要な技術1灼操作というそれ白体資木の

　再生産＝循環連動とは直接の関係をもたない流通

　費である」と言われるのである（同氏著『通貨と

　信用」東洋経済新報社，1973年，8－9ぺ一ジ）。

　「資本の再生産E循環迦動」はG－WおよびW・

　…G’という流j皿過程を含むのであるが，」岡本氏

　は，帆晶を売買する行為やそのための王m（「商

　業資木の節約する」流通費）は「資本の再生産＝

　価環巡動」に直按関係するが，店晶の売貿に際し

　ての貨幣の受け払い行為やそのための蜘月（「貨

マルクスの「貨幣取扱資本」論について--信用論と「貨幣取扱資本」範疇--
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幣取扱業が節約する流遜費」）は「資木の再生産

＝狐環運動とは直接の関係をもたない」と言われ

るわけである。だが，商品の購買代金として貨幣

を支払うということは貨幣資本が生産資本に転態

するということ（G－W，「資木の再生産＝循環運

動」そのもの）であり，商品の販売代金として貨

幣を受け取るということは商品資木が貨幣資木に

再び転態するということ（WLG’，r資本の再壬1三

産＝循環迎動」そのもの）なのであって，かかる

貨幣の受け払い行為やそのための蛆目（「貨幣取

扱業が節約する流通費」）が「資木の再生産＝循

環連動とは直接の関係をもたない」などとは到底

言えるものでないこと，一リー白であろう。

　最後にマルクスは，「貨幣の払出し，収納，

差額の決済，当座勘定の処理，貨幣の保管など

は，これらの技術的操作を必要とされる行為か

ら分離して，これらの機能に前貸しされる資本

を貨幣取引資本にするのである。」と述べて，

貨幣取扱資本を今一度さらに具体灼に規定する

（S．329）o

　なお，これまでのところでは，「貨幣取扱資

本」という言葉しか出てきておらないのであっ

て，「貨幣取扱業」に投下される資未が規定さ

れてきたのだという点は，後の「第3の部分．j

との関連で留意されるべきである。

　（2）第2の部分（歴史的叙述の部分）

　この部分では「第ユの部分」とは（そして

「第1の部分」に接続すべき「第3の祁分」と

も）明確に異質な叙述がなされている。

　すでにr資本論」第2部第1篇で繰り返し強

調されていたように，資本の流通過程は資木の
生産過程との関連で台未の流通過程なのであっ

て，流通過租そのものの内都では，商品は単な

る商品としてしか，同じく貨幣は単なる貨幣と

してしか，現われえない。流通過程にある商品

や貨幣が同時に商品資本であり貨幣資本であり

うるのは，ただ資本循環の他の諸段階との関辿

においてのみなのである。そこでマルクスは，

「第2の部分」の最初のパラグラフで次のように

言う。すなわち，「いろいろな操作が独立して特

殊な諸業務になることによって貨幣取引業が生

ずるのであるが，これらの操作は，貨幣そのも

ののいろいろな規定性と貨幣の諸機能とから，

つまり資本もまた貨幣資本の形態にあれば行な

わなければならない諸機能から，生ずるのであ

る。」昌）（S・329）乙すでに「第1の部分」で規

定されたように，貨幣取扱資本は産業資本のた

めに，産業資本の流通過程で貨幣が行なう純粋

に技術的な諸連動を媒介することだけを機能と

すべく，産業資本の一部分が分離し独立して成

立するのであるが，かかる貨幣取扱資本が投下

されるものとしての貨幣取扱業をそれ臼体とし

て見れば，それは貨幣が行なう純粋に技術的な

諸運動を単純に媒介しているに過ぎない，とマ

ルクスは言っているわけである。とすれば，貨

幣が行なう純粋に技術的な諸運動そのものは貨

幣流通の発生とともに発生し貨幣流通の展開と

ともに展開されるのであるから，貨幣取扱業も

また貨幣流通の発生とともに発生し貨幣流通の

展開につれて発展するはずのものであろう。か

くてマルクスは上の引用文に続けて，「私が前

に指摘したように，貨幣制度一般が最初は別々

の共同体のあいだでの生産物交換のなかで発・展

するのである。／それだから，査桔攻ゴ1圭，子

なお占舎酷由克去妓ろ由桑も，最初はまず国際

的交易から発展するのである。」（edenda．傍点

一引用者）と述べる。こうしてマルクスは，

「貨幣そのもののいろいろな規定性と貨幣の諸

機能」に即した貨幣取扱業の歴史由な在在鹿圭

とその発展の叙述に移・っていくのである4〕。

3）マルクスがここでこう述べていることの念意を

　宇野派は全然舳年しえていない。字野派のマルク

　ス「貨幣収扱賞木」言制比平1jが「汚い杜トかり」o）類

　に終始することになってしまう原囚の一端は，そ

　こにあると青ってよい。詳細は■lfj掲柵高参照。

　　なお，柴旧信也氏は，ここでのわれわれの理解

　と同様の見地に立たれて，宇野派のマルクス解釈

　を批判しておられる。1口1氏稿「利子生み資本と信

　州制度」（束北大学r研究午撒経済学』第27巻

　第／号所収）5ぺ一ジ参照。

4）　したがって，以下でマルクスが述べていること

　は，　「貨幣取扱資本」範蟻の「例証」などでは決

　してないのである。
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　まずマルクスは，「貨幣の二重の機’能，すな

わち国内鋳貨および世界貨幣としての機能から

生まれる」「貨幣取引業の最も本源的な形態」

として，両替業と地金取引業とを挙げる　（S・

329£）。両替業において行なわれるA国鋳貨の

B国鋳貨への転換，地金取引業において行なわ

れるC国鋳貨の地金への（またはその逆の）

転換やC国からD国への地金の移動，これら

が凡て「貨幣の行なう純粋に技術的な諦運動」

にほかならないことは言うまでもない。ただそ

の場合，両替業者は単に他人の所有するA国鋳

貨を他人の所有するB国鋳貨と交換するのでは

なく，白ムの所有するA囚（またはB国）鋳貨

を他人の所有するB国（またはA口三1）鋳貨と交

換する　　すなわら売買する　　のであり，同

様に地金収引業者も白己の所有する地金（また

はC国鋳貨）をイ山人の所有するC国鋳貨（また

は地金）と交換する一したがってやはり売買

する一のだ，という点に注意しなければなら

ない。両替業や地金取引業は「貨幣が行なう純

粋に技術的な諸巡動」を媒介するかぎりでは貨

幣取扱業であるが，しかし彼らはこの媒介を

G－W－G’の形式で，したがって商人資本と

して行なうのである5〕。だからこそマルクスも

ここでの貨幣取扱業を「貨幣取引業，すなわち

査梧由点壬妓ろ由棄」と規定し，「最も本源的

な形態」あるいは「近代的貨幣取引業の臼然発

生的な基礎の一つ」（S・329）とみなしているの

であって，これを「マルクスの所謂貨幣取扱資

本」と解する帥のは曲解というものであろう。

5）　だから，ここで続じられている貨幣取扱業と，

　「第1の1三＝「；分」で措定された貨幣取扱資水が投下

　されるものとしての貨幣取扱業（これは「第3の

　音1｛分」で論じられる）とは，同じ貨幣取扱業と㍍

　ってもその性格は明確に異なるものであろ。

　　因に，今宮謙二「貨幣取引業と商業信用r為

　雀林口場の研究け〕一」（『1岐卑経済大学論集」第3

　巻節1号所収）にゃけ季「寧箏収扱資木」論は，

r貨幣取引業を斥舳午外1キ．卿桝舳を
　前提として，たんべる貨幣論白勺カテゴリーとして

　とらえられるものである」（同前，1ぺ一ジ。傍

　点一引用者）とされる点で，すでにマルクスのそ

　れとは方法論1r勺に根木的に異なる。

6）宇野弘蔵「経済原論』下巻242ぺ一ジ参貝景。

　次にマルクスは，こうした「貨幣取引業の最

も本源的な形態」とその発展の叙述に続けて，

「資本主義的生産過程からは，また前資本主義

的生産様式のもとでも商業一一般から，次のよう

なことが生ずる。」として，蓄蔵貨幣の第1形

態および第2形態の形成を指摘した後，次のよ

うに述べる。す’なわち，「このような蓄蔵貨幣

そのものによって必要にされる諸機能は，まず

第ユにその保管や記帳などである。／しかし第

2に，これらのことには，買うときの貨幣の支

出，売るときの貨幣の収納，支払金の支払と頓

収，諸支払の決済などが結びついている。すべ

てこれらのことを貨幣取引業者は最初はまず商

人や産業資本家の単なる山納代理人刊として行

なうのである。」（S．331．傍点一マルクス）と。

ここで述べられている貨幣取扱業の内容は，前

に「第ユの部分」で見た貨幣取扱資本を成立せ

しめる諸操作とほぼ共通してい孔初めに「資

本主義的生産過程からは……次のことが生じ

る」と．して論じられているのであるから当然の

ことである。ただそうした諸操作自体は，貨幣

の資本という規定性と機能からではなく，貨幣

の購買手段・支払手段・蓄蔵貨幣という規定性

と機能から生ずるのであるから，「また前資本

主義1杓生産様式のもとでも商業一般から」も生

ずることだとされているのである。

7）Kassiererは長谷淋訳では金庫業と訳され，向

　坂訳および1川崎訳では舳勺代理人と訳されてい

　る。金jlに業という場合，単に貨幣をf呆管し，預託

　者との間で保管金を受け払いするだけ，という証

　感が強く，　そのため金庫業という訳語から逆に

　Kassiererがそのようなものとして迎解されがち

　なのであるが，Kassieferは勿論それだけに止ま

　らず，「買うときの貨幣の支出，売るときの貨幣

　の収納，文払金の支払と頒収，諸支払の決済な

　ど」を代1’fし，そのために蓄蔵貨幣（第1形態）

　を預かり保符しているのであるから，Kassierer

　は山納代理人と訳される方がはるかに適切であ

　る。
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　ここで述べられているような形態での貨幣取

扱業（「近代的貨幣取扱業」）は，しかし，「最

初はまず商人や産業資本家の．単なる山納代理

人」としての業務であったとしても，次第に

「貸借の機能や信用の取引」　と結びついていか

ざるをえないものであり，したがってやがて銀

行業に転成せざるをえないものである。かくて

マルクスは述べる。「貨幣取引業は，それの元

来の機能に貸借の機能や信用の取引が紬びつく

ようになれば，もはや十分に発展しているわけ

である。といっても，このようなことはすでに

貨幣取引業の発端からあったのではあるが。」

（S．332）と。勿論この場合，「貨幣取引業の発

端からあった」高利貸資本と両替業や地金収引

業との結びつきと，「十分に発脹している」殴

階での貨幣収扱業，すなわち「出納代理人」と

しての「近代的貨幣取引業」と「貸借の機能や

信用の取引」との結びつきとは，厳密に区別さ

れなければならない。前者は単に同じ「蓄蔵貨

幣の迎動形態」帥としての結びつきに止まるの

に対して，後者は貨幣取扱業から銀行業への発

展を表示する結びつきだからである。

8）富木義男ガ金融資木への道一金融賞本成立
　論』（ミネルヴァ書レ｝，1962年）塘1章第3節参

　照。

　（3）第3の部分（再ぴ理論的叙述の部分）

　ここで再びマルクスは「第1の部分」に接続

すべき理論的な叙述に立ち返っている。

　まずマルクスは，「第1の部分」’で措定され

た貨幣取扱資本が投ぜられるものとしての貨幣

取扱業帥にと・っては，貨幣流通や蓄蔵貨幣の形

成は「与えられたものである」ことを示す（S．

332f）。

9）　したがってここでの貨幣収扱業は，理論的抽象

　的に桝定されたそれであって，歴吏的具体的なも

　のとしてのそれではない。

　次いでマルクスは，貨幣取扱業の杜会的な機

能効果を指士1均する。貨幣取扱業は，①貨幣流通

の技術的操作を「集中し短縮し簡単にする」，

②蓄蔵貨幣を「その経済的最小限に縮小するた

めの技術的手段を・供給する」，③支払手段や購

買手段として機能するのに「必要な貨幣量を減

少させる」，と（S．333f、）。ここでマルクスは，

貨幣取扱業が，蓄蔵貨幣としてであれ，支払手

段や購買手段としてであれ，ともかく「必要な

貨幣量を減少させる」という重壊な機能効果を

もつことを指摘しているのであるが，われわれ

の理餅ではこの点こそ「貨幣収扱資本」論の要

諦でなければならない。ところが，肝心のここ

のところで，むしろマルクスは最も暖昧なので

ある。

　そもそも貨幣収扱業は誰にとって「必要な貨

幣量を減少させる」というのであろうかm）。蓄

蔵貨幣の第2形態についてみれば，それの取り

扱いがいくら貨幣坂扱業のもとに集中されて

も，個別諸資本にとってその必要量が減少する

などということは生じようがない。また，蓄蔵

貨幣の第1形態についてみても，支払手段の準

備金については個別諸資本にと・ってもその必要

量が減少するということが想定されうるにして

も，購買手段の準備金についてはそのような想

定は不可能であろう1D。むしろ貨幣収扱業が減

少させるのは，個別諸資本にとってではなく資

本家社会にとって「必要な貨幣量」なのであ

る。そしてこの一点にこそ貨幣取扱業の決定的な

意義があるのである12〕。

10）　降旗節雌氏は次のように言われる。すなわち，

　「すでに柵■の準備金をたがいに利用しあう関係

　を予想しなくては，畜1■1麦貨幣をたんなる金庫業と

　して保竹するだけの機能においては，いかにして

　も「蓄蔵貨幣を一・・経済n勺最小限に紬小する』こ

　とは不可能と考えざるをえない。」（同氏著『資

　木論体系の研究」肯木書店，1965年，289ぺ一ジ）

　と。他方，飯田繁氏や竹村脩一氏は，貨幣取扱

　業が誰にとって必要な貨幣量を減少させるのか，

　という点をほとんど意識されていないように見え

　る。例えぱ，飯田繁氏は次のように言われる。

　「貨j幣坪扱資本は全資木家階級のために蓄蔵貨幣

　を保管するという技術1’1勺方法によって，存資木家

　がそれぞれ蓄蔵貨幣を伸別的に保管する場合より
　もはるかに蓄蔵貨幣の総量を減少させ」る（『新言1’

　利子つき資本の理論』　日木評論社，1958年，29
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　一30ぺ一ジ。傍点一引用者）と。「総量」が減少す

　るためには個別諾資本にとっての個別灼な必要量

　が減少しなければならないこと，言を待たない。

　また，竹村傭一氏は次のように言われる。「貨

　幣取扱業者はもっばら金庫業者として，貨幣流通

　上の技術的操作を代行するにすぎないが，しかし

　そのこ｝三キ？て，．師平章今の一形態たる諸準備

　企が，各個別資木家にとってであれ，社会的蜆椴

　においてであれ，縮小される。」（「信用制度の基

　礎について」大分人学r経済論集』第7巻第4号

　所収，29ぺ一ジ。傍一1与一・｝川］者）と。竹村氏の

　場合，蓄蔵貨幣の第2形態については全く触れら

　れていない。

11）　マルクスは，「雌買・文払手段のための準備金

　は，資木家階級全体のために管理される場合に

　は，各資本家によって別々に管理される場合ほど

　大きくなる必嘆はないからである。」（S．333）と

　述べている。蓄蔵貨幣の第2形態は抜け落ちてい

　るのである。

12）　深町郁彌氏は次のように言われる。すなわち，

　「貨幣取披㍑用の節約を求めて貨幣の技術的挾作

　が杜会的に集中せしy）られること，なかんずく雌

　買・文払手段の川納，それら準備金の保管が集1一］

　せしめられることによって，貨幣取扱業のもとで

　準備金の共同化が生じることになり，その一定椰

　分は利用されず沈澱してくることまではいうこと

　ができる。」（『所有と信用』202ぺ一ジ）と。し

　かし，氏にあっては，そのことは「いうことがで

　きる」に止まるのであって，何らかの理論灼な意

　味を有するものではない。それというのも深町氏

　は，すでに指摘したようにマルクスの「転化」論

　を「歴史的転化」論に過ぎないものと解され，氏

　白身の銀行信用論の展開においても，貨幣収扱業

　の銀行業への転化を歴史灼過程としてのみ把握す

　る立場をとっておられるからである（同前参照）。

　マルクスは．L言己の如き貨幣取披業の社会的な

機能効果を論じたのに続けて，「だから，貨幣取

扱業は，ここで考察しているような純粋な形態

では，すなわち信用制度から切り離したものと

しては，ただ，商品流通の一契機としての貨幣

流通の技術と，この貨幣流通から生ずるいろい

ろな貨幣機能とに，関係があるだけである。／

このことが貨幣取引業を商品取引業から本質的

に区別する」と述べて，この「区別」を論じる

（S・334．傍点一引用者）。ここでマルクスが，

彼の考察している貨幣取引業が「信用制度から

切り離した」「純粋な形態」’でのそれだ，と断

っていることの方法論的な意味についてはすで

に見たとおりである（後にもなお触れる折があ

ろう）。

　さて，最後にマルクスは，①「貨幣取引資本

が取り扱う貨幣資本の量は，流通のなカ・にある

商人や産業資本家の貨幣資本だということ」，

②「貨幣取引業者が行なう操作は，商人や産業

資本家の操作が貨幣双引業者によって媒介され

るものでしかないということ」（「機能の二重

化」），③「彼らの利潤が剰余価値からの控除で

しかないということ」13〕，を指摘して，第19章

を閉じている（S．334）。

13）　マルクスは，「1冷品取引資本はそれH身の流通

　形態G－W－G’をホす」のに対して「貨幣取引

　資本についてはこのような特殊な形態を示すこと

　はできない」としつつも，「資本の一般的形態で

　あるG－G・はここにもある」としているのであ

　るが（S．334），この点に関連して深町郁彌氏は次

　のように言われる。すなわち，「貨幣取扱資本が

　貨幣資木の前貸によって『資本の一般的形態なる

　G一一Gf』をもつことはいうまでもないが，そのた

　めには前捉として迦動があたえられておらねばな

　らず，このことが貨幣取扱資木が商品取扱資本や

　利丁つき資木との紬びつきにおいてあらわれる理

　し1．1である。」（同氏稿「，伯晶取扱資木と貨幣取扱資

　木」宇佐美・宇尚・1：舌編『マルクス経済学体系

　1」有斐閑，1966午，第3篶V，104ぺ一ジ）と。

　貨幣取扱資木が利子生み資木「との紬びつきにお

　いてあらわれろ王一餉］」は，これを土理論的に言うな

　ら，貨幣取汲資木がG－G’という一般的形態し

　かもたず特殊な流j直形態をもたないからでは決し

　てないのであって（銀行資本はG－G’という
　一般1’1勺形楼しかもたない，　ということを忠起せ

ヰ）…榊榊粋が刊刊1喜資木に転化ヂ壬
　貨幣折を一ら創山す6か‘にほかならない。

〔皿〕　　「転化」論の解明

　（1）「貸付可能な貨幣」の形成

　上に見るように，第19章における貨幣取扱資

本の範田壽規定そのものは極めて明快だと言って

よいのであるが，しかしマルクスは，貨幣取扱

資本が，蓄蔵貨幣としてであれ，支払手段や購

マルクスの「貨幣取扱資本」論について--信用論と「貨幣取扱資本」範疇--
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買手段としてであれ，ともかく「必要な貨幣量

を減少させる」という重要な機能効果をもつこ

とを指摘しながら，それ以上の解明はしておら

ず，むしろ彼の叙述はその月丁心のところで最も

暖昧でさえあった。そしてかかる暖昧さが，後

の第25章で貨幣取扱資本の銀行資本への転化を

論ずる段に至ると，マルクスをして，貨幣取扱

資本と銀行資本との論理的な連関を指示すべき

肝心要の点を，「結びついて」という漠然とし

た表現だけで素通りせしめたのではないか，と

さえ思われるのである。

　しかしすでに示唆しておいたように，貨幣取

扱資本が減少させるものは，資本家杜会にとっ

て「必要な貨幣量」である。貨幣取扱資本は如

何にしてこれを減少させるのか。また，資本家

社会にとって「必要な貨幣量を減少させる」こ

とは，理論的に如何なる意味を有するのか。こ

れらの論点を十分に解呪してあ・ったとすれば！

「転化」論もよほど明瞭になっていたはずなの

であ孔そこでわれわれは，以下において，そ

うした論点の解明を試みたいと一思、う。

A

　それが購買手段として機能するのであれ，支

払手段として機能するgであれ，「貨幣の行な

う純粋に技術的な諾述動」を貨幣工又扱資本が媒

介しうるためには，そうした機能を予定された

貨幣（蓄蔵貨幣の第1形態）が貨幣取扱資本の

手中に移されているのでなければならないコ〕。

貨幣取扱資本は，個別諸資本にと・って蓄蔵貨幣

の第1形態にある貨幣を個別諾資本から預か

り，彼らのために純粋に技術的な諦操作（貨幣

の受け払い等）を代行するのである。しかしそ

の場合，貨幣坂扱資本は個別資本Aの支払いの

代行を，Aから預かった当の貨幣で為す必要は

ない。彼は支払いを代行すればそれでよいので

あって，例えば個別資本Bから預かっている貨

幣で，個別資本Aのために支払いという操作を

してやっても，一向に差し支えないのである2〕。

こうして，一方では個別諸資本の蓄蔵貨幣（第

1形態）が貨幣取扱資本の手中に集中されてお

り，他方では，「それは臭くない」ために貨幣

取扱資本はどの個別資本から預かっている貨幣

でどの個別資本のための支払操作をしようと自

由であるし，白己の手中での諸支払いの相殺も

可能なのであって，彼は彼自身にとっての貨幣

取扱費用を節約するためにもこの自由や可能性

を利用しないではいないのであるから，貨幣双

扱資本の手中に集［1」された貨幣は，その一一部分

の紬姓紬壮しム甘，乏あ練とし七
他の一部分の流通速度がセロになる　　すなわ
占吐滋しそ㍑一とと1とムら去乏垂え云ゼ・1〕。

ユ）小林威雄r貨幣言榊／究序説』（青木書店，1965

　年）／41ぺ一ジ参照。

2）　この点をどう理解するかは理論展開の一つの分

　岐点をなす。われわれは，ここでは，個別資本が

　貨幣取扱資本に貨幣を預ける場合，彼が求めるこ

　とは，彼の指図に従って貨幣取扱資本が彼に代わ

　って遅滞なく支払いをなしてくれるということ，

　また彼が返還を要求した時に貨幣取扱資木が彼に

　逮やかに然るぺき額ρ貨幣を返還するというこ

　と・これだけだ・と想定している。言い換手オ｝

　ば，個別資本が求めているのは，彼が碩けた当の

　貨幣で支払いがなされるということや，彼の預け
　た圭あ貨幣が返還されるということではない，と

　想定しているわけである。

　　このような愁定の■ドでは，｛主託者たる個別資木

　は彼の孤けた；1弓の貨幣に対する処分権を乍0？ゴ芋甲青

　を預けた瞬間から失い，代わりに，彼の要求次第
　11｛嶺6貨幣を給付することを貨幣取扱資木に要求

　する梅利，すなわち1＝司額の貨幣債梅をもつことに

　なり，逆に受寄折たろ貨幣取扱資木は，貨幣を孤

　かった瞬問からその工t幣に対する処分栴を得ると

　ともにn＝額の貨幣債務を負うことになる。法的な

　1な昧での債権・債務関係は，すでにここに成立し

　ているのである。

　　これに対して，例えば一■1；汕太久吉氏は次のよう

　に’■言われる。すなわち，「保管委託という関係の

　もとでは，貨幣1は貨幣取扱資木の金庫に集中され

　ていろけれども，貨幣の所有権そのち叩寺草幣堺

　埠専杢g｝～マ壬即二。．竿1ド仰三巧幣の処分権

　は完全に頗客によって確保されているのであり，

　m幣双扱資木は，単にその保管を委託されている

　にすぎない。」（同．氏稿「貰付資本（その一）一

　貨幣取扱資本のもとへの蓄蔵貨幣の集し戸一」中

　央大学r商学論纂」第22巻第4・5・6号合併号
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所収，163ぺ一ジ。一傍点一一引用者）と。言うまで

　もなく，顧客が彼の預けた当あ貨幣に対する所有

桁斡粋僻幸確侭しうるために1ま・．榊・
…9貨幣に明1をつ15て～・，またはこ州1
を厳貞しそお之か，いずれにしても，貨幣取扱資

本によって彼の代わりに支払われた貨幣または貨

幣取扱資木が彼の要求に応じて返還した貨幣が，

真実彼の預けておいた’弓6貨幣であることを確認

　しうる手段を講じておかなければならない。だ

が，顧客は阿のためにかような手間をかけなけれ

　ばならないのであろうか。

　高旧氏が上のように言われるのは，氏が，「貨

　幣取扱資本がこの貨幣〔「」概喀から孤託を受け，

金庫に保管している賞幣」一引用者〕を貨付資

本に転化するためには，一方で顧客が必便とする

場合にはいつでも預入された貨幣の返却が保証さ

　れ，他方では，預入された貨幣そのものの処分権

　（所有権）は貨幣取扱資本に移転される，という

　関係が成立しなけれぱならない」のであるが，そ

　のような関係は「預金取引」において初めて成立

　する，というふうに考えておられるからである

　（同前，163－164ぺ一ジ参照）。しかし，すでに述

　べたように，・貨幣取扱資本と噸客との関係を法学

　で言う「封金寄託」の如き特殊な関係として想定

　するのでない限り，「一方で顧客が必要とすろ場

　合にはいつでも預入された貨幣の返却が保言1ユ1さ

　れ，他方では，預入された貨幣そのものの処分権

　は貨幣取扱資本に移転される，という関係」は，

　貨幣取扱業務の内にすでに成立しているのである。

　　なお，川合一郎『管理逓貨と企融資木』（有斐

　閣，1974年）23－24ぺ一ジおよび我妻栄r債権各

　論』中巻（1・2）（岩波書店，1957年・1962年）

　第3章第5節・第ユ1節参照。

3）川合一郎『資木と信刷（『川合一郎著作集』第

　2巻，有斐閻，1981年・原著の初版は1954年）67

　ぺ一ジ参照。

　蓄蔵貨幣の第2形態について見ても同様であ

る。資本の再生産過程においては蓄蔵貨幣は，

一方では日々形成されており，他方では日々取

り崩されているのであるが，かかる「貨幣が行

なう純粋に技術的な諾運動」を媒介するものと

しての貨幣取扱資本の立場から見れば，一方で

は蓄蔵貨幣として機能すべき貨幣が彼の手中に

臼々流入し，他方では蓄蔵貨幣の形態をとって

いた貨幣が彼の手中から口々流出してゆく4〕。

この場合も，貨幣取扱資本は個別資本Aが求め

る貨幣の返還を，かつてAから預カ・っていた当

の貨幣で為す必要はない。貨幣取扱資本は例え

ば個別資本Bからいま預か一ったばかりの貨幣で

Aの返還要求に応じてもよいのであって，ここ

でも彼は彼自身にと・っての貨幣取扱費用を節約

すべく貨幣の完全な代替性を利用する。したが
って蓄蔵貨幣の第2杉由とらゼ・七も，貨幣血扱

資本の手｛と粂［声されそピ、乏査酷岳三，毛あ⊥由

分の流通速度が高められ，そ（）結果として他の

∴紡あ紬孟産紬占1とナ三乏一…油しそミ

る一ことになるのである。

4）　貨幣取扱資木に貨甲1宇が寄言Eされるということn

　／木を否定されて，山1コ重克氏は次のように言われ

　ている。すなわち，「貨幣の保管等の取扱業務は

　外榔に移譲されて集巾されればその費用を節約し

　うる性質をもつものであろが，貨幣という特殊な

　1デlj品の収扱い1は，たんにそれのみを期1≡］」’r勺に行な

　うだけの私灼資木に委託するにはあまりにも危険

　が大きすぎ㍍その資木が他方で与信活動を行な

　っていてはじめて委託が1fないうるのであろ。」一

　（1司氏他呵工代企融0）理論』（時11抄肚，ユ971年）第

　ユ准「金融の原理臼勺機ヰー一1呈」ユ6一一17ぺ一ジ）と。し

　かしこれは，まろで．仲義な庶民と羽披りのよい

　金持ちのどちらに金を予貞けろのが安企かを1川魎に

　するようなもので，およそ「原理論」g上手外0？岬

　魎ではあるまいか。われわれはむしろ貨幣取扱業
　者は「訓書活動」を禁」」二されゴ≡という史火を忠、肥

　したい（、1I｛木1陽般『銀行遁論』第4二章・第5章，

　渡u生平『金融論パキユ波御苫，1954fド）第1π高

　第3章第／節参照）のであって，「他方で与信活

　動を行なって」いる私的資本に委託されうるのと

　1司様に「たんにそれのみを専門的にけなう私的資

　本」にも貨幣取扱葉務はr移、1塞されて集巾され」

　うると遡解したい。

　　なおこの点に関辿して芳賀健一・一氏が「貨1舳唯、

　の寄託とこれに結びついた収受班務の季■…写g｛，

　この操作を一つの機能とする資本家の支払能力に

　たいする個々の資木家の側からする信認の存在が

　不’1・J欠である。しかし信＝忍の問趣は第19堆では全

　く考察から火落し」（傍点一引用者）ているとし

　てマルクスを非難されているのは，全くの見当違

　いだと3わなければならない。「文払能力」を問

　淑こされなければならないのは山fコ氏のいわゆる

　「他方で与信活動を行なって」いる私的資木につ

　いてなのであって，マルクスの’［≡’う貨幣取披資本

　について問趣になるのは一この貨幣取扱資木は

　未だ寄託された貨幣を（その総額についてみれ

　ば）金庫から持ち1…すに至っていないのであるカ・

マルクスの「貨幣取扱資本」論について--信用論と「貨幣取扱資本」範疇--
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ら一「支払肯白カ」ではなく支払憲志でしかない

のである。芳賀健一「銀行信用の必然性」（r金融

経済』第183号所収）43ぺ一ジ参照。

本」論とさるべきものである。

　なお，荒井正夫「信用の基礎理論」（未来社，

1967年）39ぺ一ジ以下参照。

　以上に見るように貨幣取扱資本は，蓄蔵貨幣

の第1形態および第2形態にある貨幣の一部分

の流通速度を高め，他の一部分を沈澱せしめる

のであるが，この沈澱部分は，量的には勿論資

本の再生産過程に規定された存在であっても，

質的に見れば，資本の共同行為によ一って社会的
た血鮫喜し島らオニLそご・乏のであり，台ふあ毒生

産過程からは］立した存在なのである。貨幣収

扱資本は，資本の流通過程で「貨幣が行なう純

粋に技術的な諸連動」の媒介という技術的な諸

操作を，したがってまたそのために蓄蔵貨幣

を，個別諦資本の手から自己の手11」に移転し集

中することによって，蓄蔵貨幣に対する佃別諸

資木の所有権一と言ってもそれはここではす

でに債権に転化しているのではあるが一を何
ら侵犯することなく，しかも伯克1」藷養人あ赤有

には絶如と慮きポ・紬畑と社杢由な走在工しそ

の貨幣群を創出するのである。このような貨幣

群にして初めて，まさしく文字通りの資本家階

級の「共同的要素」5〕に転化しうるのであり，

貸付可能な貨幣たりうるのであが。

　5）Karl　Marx，丁肋o〃〃　肋〃6伽腕乃η｛，〃

　　（Wθ〃〃B伽∂励∫”κψ伽1∫“），3．Tei王，in他〃

　ル屹㍑一F肋〃｛cんEれg邊王s　Wそ泌召，Band26，3．Teil，

　S．457．『マルクス＝エンゲルス全集」畑6巻第3

　州1庁（［洲r奇次郎・時永淑訳）60ユページ。

　6）川合，前掲書，67－68ぺ一ジ参照。もっとも，

　川合氏の体系には「貨幣取扱資本」範薦は存在し

　　ない。それというのも，氏の体系においては，銀

　　行は次のようにして登場せしめられるからであ

　　㍍すなわち，「歴史的には産業資本の成立以前

　か≒荷在していた銀行が，いまや，社会灼蜆模で

　　の信用の象徴の受止め手というかかる征務を負託

　　さ才｝弓にいたるのは，それまで銀行の果していた
　査幣取妓業務によるのである。」（同前，63ぺ一

　　ジ。傍点一川合氏）というふうに。

　　　しかレ　川合氏がr貨幣取扱業者たる銀手’∫」

　（同前，ユ04ぺ一ジ）について論じておられること

　　は，その内容から見れば，むしろ「貨幣取扱資

　たしかに，蓄蔵貨幣は個別諸資本にとって

も，各個の再生産過程から個別に遊離した存在

ではある。しかし，蓄蔵貨幣の第／形態は，あ

くまでも個別産業資本がその回転のうちにとら

なければならない姿としての貨幣資本の，「流

通によって規定され，流通のために規定された

一機能」7〕にほかならないのであるし，蓄蔵貨

幣の第2形態も，個別産業資本の回転・循環に

よって直披に規定された貨幣資本の一機能形態

にほかならないのである。

7）　1（．！∫，S．81．

　特に蓄蔵貨幣の第2形態について言えば，例

えば，10年の耐用年数をもつ100万円の機械を

稼動させている産業資本家は，その機械を稼動

させはじめてから1年後には，償却基金として

ユ0万円を持っているであろう。しかしその時点

で，そのユ0万円は残りの9年問を償却基金とし

て過ごしうるという保証を与えられているわけ

ではない。他の資本家たちとの競争が，5年後

にはその機械の更新を強制して，あるいは！年

後には同種機械の増設を誘って，そのユ0万円を

再生産過程に1乎び戻すかもしれない。その10万

円が再生産過程に呼び戻されるのは，あるいは

そんなに先のことではないかもしれない。彼の

資本の循環は，・いつ何刻思わぬ撹乱にさらされ

ないとも限らないからである。いくら血ミそも

その口までには売れると思っていた彼の生産物

が，その日になってもまだ売れていないかもし

れない。また，いくら高くてもそれよりは高く

なるまいと一圏、っていた原材料が，思わぬ高値を

呼ぷことがあるかもしれない。このように，販

売時問の遅延が通常予測される限度を越えた

り・価格騰貴が通常予測される限界を突破した

りした場合には，かの10万円は（その全額が，

ではないにしろ）ただちに再生産過程に立ち戻

らなければならないかもしれないのである。そ

してこういう事情にあることは，利潤の積立部

マルクスの「貨幣取扱資本」論について--信用論と「貨幣取扱資本」範疇--
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分でも同断であろう畠〕。

8）「貨幣蓄積財源は，循環の撹乱を調整するため

　の準備金として役立っのである。」（ebenda，S．

　89．）

　勿論，そうは言っても，個別諸資本が，白己

の所有する蓄蔵貨幣の遊休期問について一一定の

判断を持ち，その期間内での貸付に」一臼じうる，

ということを全く否定しているわけではない。

ただ，例えば柴田信也氏のように，「貨幣が平

均利潤を生む能力をも’つという『迫加的使用価

値』を与えられて商晶化すると，産業資本家お
土び由棄台人豪尚志曲三，この資本という商船

が売買＝貸借され合う関係が発生し，一一般化し

そ～乏。」o〕（傍点一引用者）と言うことはでき

ない，ということをわれわれは強調したいので

ある。柴田氏自身，別の機・会に，「しかし，借

手，貸手双方を利するかかる遊休貨幣資本の産

業資本家間での融通も，それが個々の資本家問

で直接に行なわれるかぎり，大きな障碍に遭遇

喜去乏去えムピ、。第1に，需給額の量的不一致

がある。・…・・借手の必要額を貸手が恰度に満た

しうるのは困難であろう。しかも第2に，需給

問での貸借期間をめざ苧時問中不一誓苧亨手亨
れる。ここでも梧主の要ふ二貸主あ都合とが正

由と二姑乏三＾ま抽鮎糾七ぽ圭らえ

ない。」m〕（傍点一引用者）と言われているとお

りなのであって，「産業資本家および商芋写李

家同志間に」遊休貨幣資本の貸借関係が一般的

に成立するものと想定することは，到底できな

いのである。

9）柴1B，前掲論文，13ぺ一ジ。

　　なお，柴田氏はマルクスの「利子坐み資本」論

　における「貨幣資本家」の何たるかを解明されよ

　うとしてこう言われているのであるが，「貨幣資

　本家」が柴山氏の主張される如くに理解されなけ

　れぱならないとすれば，それはむしろ・マルクス

　の「利子生み資本」論そのものが実は問題なの

　だ，ということでしかないのではあるまい机こ

　の点については，しかし，別の機会に論じてみる

　ことにしたいo

！O）同氏稿「『資本論』における信用制度論」（東北

大学『研究年報　経済学』第29巻第1・2合併号

所収）32ぺ一ジ。

　個別諸資本の所有する蓄蔵貨幣は，単に遊休

するはずのものであり，結臭工しそ遊床子乏だ

けなのであって，たとえそ．の第2形態にある貨

幣といえども，そのままでは決して貸付可能な

貨幣たりえないのである。

　個別諸資本の手から貨幣取扱資本の手に蓄蔵

貨幣が移転され，社会的に集中され集積される

ことによって初めて，蓄蔵貨幣は変成を遂げう

る。

　杜会的に見れば，一一連の個別資本にとっての

個別的裏情による蓄蔵貨幣の増減は，反対方向

での他の一連の個別資本にとっての蓄蔵貨幣の

増減によって，多かれ少なかれ杣殺される。貨

幣取扱資本の管理する蓄蔵貨幣のプールでは・

その表層に変転常ない貨幣の流れがあり，その

流れの深さも変化するにもかかわらず，その流

れのさらに下層には，その流れの深さにつれて

干満がないわけではないにしても，沈澱して不

動化した貨幣が堆積される。蓄蔵貨幣のうちこ

の不動化され堆禎された沈澱部分は，もはや単

なる蓄蔵貨幣なのではない。それは，資本の再
生産過程から由ら七口立しえた貨幣群なのであ

り，言わば，個別諾資本の所有には絶対に1、電さ

ない資未豪荘杢あ蓄蔵貨幣なのである。それゆ

えそれは，資本家階級の「共同的要素」に転化

しなければならない。貨幣取扱資本が初めて，

由紘あ「五尚■も童素」1と虹花寺ぺ主査舟苛姥庄

金梧毒去杉歳喜しム乏。一ここにこそ「貨幣

取扱資本」論の要諦はあったのである。

（2）　貨幣取扱資本の銀行資本への転化

A

　上述の如く，貨幣取扱資本が初めて資本の再

生産過程から社会的に臼立した貨幣群を創出す

るのであり，かかる貨幣群にして初めて階級の

「共同的要素」たるべき貸付可能な貨幣たりう

るのであるが，しかし，そこからただらに信用
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論を展開しうるというものではないu〕。言うま

でもなく，信用関係そのものは，まず資本の流

通過程の内部で，臼然発生的に商業信用として

形成されるのだからである。

ユユ）　この限りでは，マルクスの「利子止み資木．」論

　における「貨幣資本家」を貨幣取扱資水の「1■l1桜の

　発展とみることはできない，とされ．る柴［口信也氏

　の見鮒（前掲「利子一三み資1木と信用制皮」参卿

　にわれわれも同意しうる。ただわれわれとして

　は・畑氏と違？て・．［淋論』におけるr利子

　‘1三み資木」論をそのままでは是i認すろことができ

　ないのである。したがってまた，商業信用を前捉

　とすることなく貨幣取扱業の銀行業への転化を

　説かれ，商業信用を基礎とすることなく「近代的

　銀行業」の確立を論ぜられる荒月＝正尖氏の方法

　　（前掲書49ぺ一ジ以下参照）にもわれわれは㌦し

　えない。

　商菜信用は，売り手にとっては版売目洲」を確

定させるものとして，買い手にとっては，さも

なくば彼の商品資本が貨幣資本に転態するまで

の期間中も生産を継続するために必要としたで

あろう流通資本としての貨幣資本の準備を，一一

部不要ならしめるものとして，形成される。し

かし，商業信用は，商業流通といえどもこれを

全面的にカバ・一しうるというものではない。商

業信片1の連鎖は当事者の個別資本的事情（手形

条件の不一致など）によってしばしぱ遮断され

ざるをえず，それらの各断点ではやはり現金支

払が必要とされる。また，商業信用は労働力商

品の売買については絶対的に形成されえない。

そこでは絶対的に現金売買が必要とされる。そ

して労働力商品の売買について商業信用が形成

されえないということは，商薬流通における商

業信用の連鎖の断絶の有力な一一囚でもある12〕。

12）鈴木鴻一岬■■lr経済学原理、1命■’卜』（火京人学

　山版会・1962年）は，商業信用のl1艮界を11jfら手形

　流通の限界に求められて，次のように、三われる。

　すなわち・「もちろん，｛業信用は，その性貫か

　らいって，資本家と労働者のあいだ，および貨本

　家と直接消雌者のあいだの取引にはおよびえない

　が，しかしこれは商業信刑の固有の限界をなすも

　のではない。商業信用の固有の1狼界は，むしろ，

　商薬手形の流迦が，特定の使用価値を有する商晶

の信用売買と不可分の関係にあるという点で，根

本的に制約されているというところにある。」（同

書，359ぺ一ジ）と。

　だが，商業流通においては「特定の使用価枕を

有する1舳占」しか売買されていないのであるか
ら，「怖業手形の流血が，特定の使用冊直を有す

る沽r■コ占の信月］売買と不可分の関係■にあるという一叙

で，根木的に制約されている．1としても（そして
亨さにそのとおりなのであるが），そポニ脈

は1淘業流通における丁海業信用の形成を何ら制限す

るものではないo

　1伯業流迦における1～業信用の形成を制限するも

のは，（；）売賀されるi．“｛品が売り手にとって不変流

動資本の価値補坦部分を表示する場介には，買い

手の呈示する引1＝3条件が売り手の許穴しうるそれ

と合致しない，ということであろうし，②売買さ

れる商品が売り手にとって「可変資木の価値補坂部

分を表示する場合には，やはり手形条件の不一致

か，または，丁灼業手形は一舳1勺流逓に入りえず，

賃企支払に充1」「しえない，ということか，どちら

かであろ㌔　とすれば，「帖業信月］は，その什質

からいって，資木家と労働者のあいだ，および資

木家と直接消費者のあいだの取引にはおよびえな

い」ということもまた，「｛業信用の固有の1狼界

をなすもの」であると書わなければならないであ

ろう。

　かように，商業信用は労働力商晶の売買にお

いてのみならず，商業流通においてさえも必ず

しも現金支払の必要を排除しうるものではない

ということは，流通資本としての貨幣資本の節

約というそれ本来の機能を果たす上で，商業信

用が絶対的に超ええない限界をもつものである

ことを意味する。かくて商業信用の連鎖の断絶

によって商業信用の一方的な供与者の地位に立

つに至った産業資本は，白らもまた流通資本と

しての貨幣資本を節約しえんがためには，今や

彼の手中で商業手形の姿をとっている資本価値

を，貨幣形態に転化せしめなければならない。

　しかし，この転態を媒介しうる者，すなわち

貨幣信用を与えうる者は，産業資本家（および

商業資本家）の内にはいない。すでに見たよう

に，産業資本家（および商業資本家）たちはそ

れぞれ，ある期間遊休するはずの蓄蔵貨幣を擁

しているにもかかわらず，それらの蓄蔵貨幣が

それぞれ個別資本の循環・回転に直接規定され

マルクスの「貨幣取扱資本」論について--信用論と「貨幣取扱資本」範疇--
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た貨幣資本の一機能形態に過ぎないために，彼

らは和互に貨幣信用を与え合うということがで

きないのである。

　貨幣信用を与えうる者は，個別諸資本の回転

　循環から独立した貨幣＝資本家階級の「共同

的要素」に転化しうる貨幣を擁する者でなけれ

ばならない。ここに貨幣取扱資本が，nらの手

中で白らの技術的諸操作によって初めて資本の

蒋生産過程から社会的に白立せしめた貨幣群を

擁して，商業信用の連鎖の断絶によって商業信

用の一方的な供与者の地位に立つに至った産業

資本に，それの所有する商業手形を割引くとい

う形式で貨幣信用を与える者として，登場す

るi畠〕。とはいえ，ここではすでに，貨幣坂扱

資本は貨幣取扱資本という規定に止まりうるも

のではなくなっているのであって，それは，貨

幣取扱業務とともに貸付業務を営む者として，

銀行資本という新たな規定を受け取らなければ

ならないのである。と同時に，貨幣取扱業務も

また銀行業務として規定し直されなければなら

ない。

13）深町郁彌氏は次のように言われる。すなわち，

　「貨幣取引業は，商品取弓1にともなう貨幣の受け

　払い，i阿替，準準金（蓄蔵貨幣の第1形態），遊

　休貨幣資本（蓄蔵貨幣の第2形態）の保管などを

　通じて貨幣を集中する。ところが，祉会灼な準備

　金の集中・共同化が進むことによって，貨幣取引

　業者の手に常時皮用されない準備金の沈澱部分が

　生ずるにいたると・かれはその部分を利子をとっ

　て貨し付けるようになる。」（同卿高「信川と仮空

　資本」旧崎栄松・松岡寛爾・渕町郁彌編『解説質

　本論｛3〕』有斐閣，1979年，第5篶第25市，ユ90ぺ

　一ジ）と。だが深町氏は，これを歴史的過程の素

　描として与えておられるに止まる。

　　深町氏は言われる。「資木主義1’1く吐廠の某礎の

　うえでは，貨幣は可能的資本であり，そのような

　ものとして『藺品』とな㌫それが現実に資木と

　しての機能を発拝するた｝5には，まず『内品』と

　して非所有柵こ譲渡されなければならない。」（同

　前）と…他は，如何なる貨幣が，如何なる条件

　の下で「1～1」r1l」」になるか，ということである。先

　に見たように，柴瓜信也氏は，r貨幣が平均利澗

　をもつという「追加的使用価値』を与えられて1狛

　晶化すると，産薬資本家およぴ内業資本家！司志1瑚

に・この資木という榊品が売貿＝貸借され合う関

係が発生し，一般化してくる。」と㍗われ，平均

利湖が成立すればただちに蓄蔵貨幣は「商品」に

なるとされた。1ワ倖に苧町氏ち，．「軍今の循堺卒

卯秋する岳鮒111のカ・ぺちを∠る貸小寸1旨な

榊岬碑にとちな？て・．桝産過程に仰剛
檸榊本家カ三，蜘1綾よ家と／・づ紅紬定差受

けとる」（傍点一引用者）とヨ〕れ，そこに「貨

幣信用」の成立を認められる（r所有と信用』／96

一一一ユ97ぺ一ジ）。ただ柴1U氏と違って深町氏は，蓄

蔵貨幣の第2形態にあろ貨幣は平均利澗が成立す

ればただちに「舶晶」となるけれども，第1形態

にある貨幣はただちに「i舳占」になることはでき

ない，とされろ（同氏稿「利了生み資木．」島・宇

高・大橋・二1三佐美編『新マルクス経済学誠座

1』有斐閑，！97書｛1三，．牢／｝1嘩，．309ぺ一ジ参貝景九

かくて瀞」」’氏の論理においては，『資木論」にお

けるような「貨幣取扱資本」範蠕は成立しえない

ことにならざるをえない。’こうまでもなく，すで

に利子生み資木化している蓄蔵貨幣の第2形態に

ある貨幣が，利子を得ることなしに他人に寄託さ

れる，などとするのは背理だからである。深町氏

に「歴史n勺i法化」論しかないのは，この意昧で当

然のことなのである。

　銀行の貸付業務にとっては，今や貨幣取扱業

務は貸付可能な貨幣を形成するための手段とも

なるのであって，銀行は貸付可能な貨幣をより

多く創出するために，貸幣取扱業務の白己の手

中へのいっそうの集中に努めなければならな

い。しかし，どの銀行にと．っても事情は同じな

のであるから，ここに貨幣収扱業務の集中のた

めの競争が生ぜざるをえない。その結果，貨幣

取扱資本の下で理論的に成立するものとされた

貨幣取扱業務は，銀行資本の下では銀行の預金

業務をなし，その一一郁は当座孤金業務として依

然貨幣取扱業務たり続けるのであるが，他の一

部は利付菰金業務として信用双扱業務に転化す

るのである川。

14）預金利子を成立させるも0）は直接11i勺にほ銀行間

　の競争である。この競争がなけオしば預金に利子が

　付さ才しることもなく，頂金に利丁が付さオLなけれ

　ば預企業務は貨幣収扱業務たろに止まる。

　こうして銀行資本は，い・っそう具体的な規定

においては，預金業務（貨幣収扱業務としての
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当座預金業務および信用取扱業務としての利付

預金業務）によって資本家階級の「共同的要

素」たるべき貸付可能な貨幣群を創出し，これ

を手形割引の形式で機能資本家たちに貸し付け

る者として現われる。銀行の手中に銀行の預金

債務に対応して集積された貨幣が，今や銀行臼

身にとっては，預金債務に対する支払準備金と

貸付可能な貨幣とに分離しているわけである。

銀行はこの貸付可能な貨幣を，n己の所有に属

する貨幣として貸し付ける1剴。貨幣信用として

の銀行信用の成立であ．る川。

15）　こうして現実に貨付が行なわれれば，了員金債務

　’に対応する貨幣はもはや存在しないのであって，

　預金は仮」乍化する（三宅義犬rマルクス信用論休

　系」□木評論社，1970年，参照）。したがって，

　貸付可能な貨幣の形成とは預金の仮空化に対応す
　る仮空資木の形成にほかならないのであるが，三

　…ではまだ仮搬木が現身のi守幣の丞をとっ｛い

　る，という逆説的な事態に留意しなければならな

　い。銀行信月］の展開は，仮空資本の仮空化をさら

　に進めるのである。

16）1」；ヨ知のとおりマルクスは，銀行信川を「銀行業

　者によって産業家や内人に与えられる貨幣貸付」

　（κ．∬τS，496）．「本来の貨幣信用」（ebenda，S．

　501）と規定している。

　だが，銀行信用が貨幣信用であるということ

を，例えば宇野弘蔵氏の所説17〕におけるが如

くに，手形割引に際して銀行は必女由身あ缶酷

を引渡す，というふうに機械的に解してはなら

ない1勘。

　銀行は貨幣収扱業務（当座預金業務）を合わ

せ営んでいるのであり，割引依頼者は・一般に彼

が貨幣1灰扱を委託している銀行に手形割引を求

めるのであるから，銀行が手形割引という形式

で貸し付けた貨幣は，一一旦は割引依頼者名義の

当座預金をなすものとしなければならない19〕。

つまり銀行は，貸付業者としての資格において

は，n己の所有に属する貸付可能な貨幣を手形

割引によって割引依頼者の所有に属する貨幣に

現実に転化せしめる（つまりは貸し付ける）と

ともに，貨幣取扱業者としての資格において

は，この貸し付けられた貨幣（＝割引依頼者の

所有に属する貨幣）を割引依頼者名義の当座預

金として預かるのである。

17）宇野弘蔵編「資本論研究V」（筑摩書房，ユ968

　年）370－372ぺ一ジ参照。

18）マルクスの言う「貨幣信用」が「現金で貸付ら

　れるさいだけをとくに指摘しているのではない」

　という点については，三宅，前掲書，107ぺ一ジ

　参照。

！9）　すでに指揃したように，川合一郎氏は貸付r可能

　な貨幣の形成という点では「貨幣取扱業者たる銀

　1∫」の側面を正肖にも重視されるのであるが，そ

　の川介氏でさえ，銀行による貨付の段になると，

　導ら発券による貸付としてのみ．論じられる。そし

　て二；与座傾金業務が前面に山てくるのは，発券集中

　によって発券銀行と異なる預金銀行が成立する段

　階においてである。だが，発券集巾以前の発券銀

　行は発券と党換しかせず，貨幣取扱業務（＝当座

　預金業務）をしない，などと想定すべき］＝里肉はな

　いのではあるまいか。

　かかる当座碩金を，今仮に派生的当座預金と

呼ぶことにすれば，勿論，割引依頼者が貸し付

けられた貨幣を例えば賃金支払に充用する等の

場合には，この派生的当座預金は早晩現身の貨

幣の形態で引き出されるであろう。けれども、

割引依頼者が，貸し付けられた貨幣を例えば原

材料の購入に充用する等の場合には，この派生

的当座預金は必ずしも現身の貨幣の形態で引き

出されるとは限らない20〕。

20）　この「派生」「勺逃座預金は必ずしも現身の貨幣の

　形態で己1き州されるとは限らない」という点を，

　手形割引は再ら充券によってのみ行なわれるので

　あり，手形害1川に際して発行された銀行券がその

　割引手形の汕如．1以前に党換詰求を受けることは

　絶対にない，という形で一酉的に強調されるのが，

　山1］重克氏らの発券割引説である。

　　例えば，山口氏は次のように’言われる。すなわ

　ち，「n己の債務証書によって割弓1きができれば，

　害1」引手形の満期に返済還流があるかぎり，白己の

　債務にたいする支払請求があっても基本r」勺には還

　流貨幣で応じうるわけであるから，不渡り準備金

　があれば白己の債務の支払準備としては十分で

　あ」る，と（同氏稿「金融の原理的機構」同氏他
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共著『現代金融の理論』《時潮社，1971年》第！

章，15ぺ一ジ）。

　「割引手形の満期に返済還流があるかぎり，n

己の債務にたいする支払請求があっても基本的に

は〔というのは，不渡りが生じない限り，という

意味である〕還流貨幣で応じうる」と言いうるた

めには，「自己の債務にたいする支払請求」は絶

対に’「割引手形の満期」以前には生じない，とい

うことが保証されていなければならない。然る

に，勿論，そんな保言正は元来全然ありえないので

ある。

　例えば，割引依頼者Aに原材料を販売すべき

機能資本家Bが，Aに商業信用を与えないとは

いえ，必ずしも現身の貨幣を（すぐ）必要とし

ているわけではない，という場合には，Bは小

切手または銀行券と引き換えにAに商品を販売

してもよいのである。この場合，Bが小切手ま

たは銀行券の受頷で済ませるのは，貨幣取扱費

用（現身の貨幣を受け取る場合に生ずる持ち連

びや保管の手問と危険）を節約するためであ

る。その点はAについても同断なのであって，

Aも，A自身にとっての貨幣取扱費用を節約す

るために，Bが小切手を受け取ってくれる限り

では小切手で済ませ，Bが銀行券を要求する場

合には当座預金を銀行券の形態で引き出し，こ

の銀行券でBに支払う。いずれにしても，こう

いう場合には，手形割引によって銀行は現実に

貨幣を貸し付けるにもかかわらず，貸し付けら

れた貨’幣そのものは銀行の庫中を出ることがな

いのであって，単にこの貨幣に対する請求権が

移転することによってA・B問の取引が完了せ

しめられるのである州。

21）　ここでは，BもAと同じ銀行に当座預金勘定を

　もつものと想定してい孔また・この段階での銀

　行券は未だ「本来の信用貨幣」たるものではな

　く，単なる貨幣預り証の一形態でしかない。

　このように，銀行によって貸し付けられた貨

幣は，現身の貨幣の形態で充用されることもあ

れば，単にそれに対する請求権の形態で充用さ

れることもあるわけであるが，銀行による手形

割引が皮痘され大量化されてくると，手形割引

によって貸し付けられた貨幣のうち，その割引

手形の満期日までに現身の貨幣の形態で銀行か

ら流出する部分の比率，すなわち，手形割引の

結果として銀行が負うに至った派生的債務（派

生的当座預金およびそれの転化したものとして

の銀行券）のうち，その割引手形の満期口まで

に現身の貨幣での支払いが求められる部分の比

率が，ある程度の安定性を示すようになる。そ

うなると，貸し付けられた貨幣のうち，派生的

債務の残高（派生的当座預金の残高および銀行

券の発行残高）に対応して銀行の庫中に止まっ

ている部分22〕は，再び，派生的債務の残高に

対する支払準備金と貸付可能な貨幣とに分離す

る23〕。かくて銀行は再びこの貨付可能な貨幣を

手形割引の形式で貸し付け，その貸し付けられ

た貨幣の一部は現身の貨幣の形態で銀行から流

出し，銀行の派生的債務の残高に対応して銀行

の庫中に止まる他の部分は，三度，派生的債務

の残高に対する支払準備金と貸付可能な貨幣と

に分離する，……ということが繰り返されてい
く2ω。

22）実際には，割引依頼者AがBに小切手で支払え

　ば，当座預金がAからBに振り替えられ，貸し付

　けられた貨幣は預け入れられた貨幣に転化するの

　であるが，その点はここでは無視する。

23）貸し付けられた貨幣のうち，現身の貨幣の形態

　で銀行から流川していく部分は（その全部が，で

　はないが）預金としてその銀行に遺流してくるの

　であるが，その点もここでは無視する。また，銀

　行券の還流についても敢えて触れないでおく。

24）かかる過程の把握については，川口弓！、『金融

　論』（筑隙書房，1966年）第3章に示唆を得てい

　る。

　その結果，銀行の保有する貨幣は凡て債務残

高（預金残高および銀行券発行残高）に対する

支払準備金に転化してしまい，銀行の庫中には

貸し付けられた貨幣でさえもはや微塵も残存し

ていないということになってしまうのである

が，それにもかかわらず，かく仮空化した貨幣

詰求権（派生的当座預金および銀行券）が商業

流通の部面で車云転流通する。こうなると，銀行

の保有する貨幣量の増減は単に支払準備金の過
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剰または不足としてのみ現われてくるのであっ

て，今，支払準備金の過剰が生じるとすれば，

この過剰分の貨幣は，もはや貸付可能な貨幣と

して現われるのではなく，手形割引の新たな拡

大による債務破高の地加分に対する支払準備金

たるべきものとして現われることになるのであ

る。今や銀行は，貸付可能な貨幣を貸しイー’ける

という仕方でではなく，初めから，対応する貨

幣の存在しない仮空の白己宛債務を創出して貸

し付ける（当座預金の設定およびそれの車云化し

たものとしての銀行券の発行）という仕方で，

手形割引を行なうのである㈲。

25）かような仕方で貸付が行なわれうるのは，無論，

　銀行の債務が，本来商業信用の連鎖が形成され商

　業手形が「本来の商業貨幣」（K．〃，S．413）と

　して織能すべき榔面において，商業手形（商業貨

　幣）に代わる「木来の信用貨幣」（ebenda）とし

　て転転流通し，その間に債悔・債務が次々と棚殺

　されていくからである。

　かくして，仮空資木（仮空の臼己宛債務二を

臼ら創出して貸付を行ない，n己の保有する

貨幣はこれを臼己の負う債務残高に対する支払

準備金とするという仕方で営まれるものとし

て，銀行業が確立される。その場合，支払準備

金たるべき貨幣は主として利付孤金業務によっ

て集積されるのであるから，銀行の「基本的」

・「本来的」・「木質的」な業務は信用取扱業務

．である，と言ってよいような理象がここに確立

されているわけである。しかし，信用収扱業務

が如何にきらびやかに児えようとも，それはあ

くまでも銀行業の半而でしかない。銀行は仙の

半面において依然として貨幣取披業務を営んで

いる（銀行が貸付業務を行なっているからとい

って，機能資本にとって貨幣取扱費用の問題が

消えてなくなるわけではない）のであり，貸付

資木としての仮空資本の創出は，貨幣坂扱業務

としての当座預金業務にその根拠の一半を有し

ているのである。

　言うまでもなく，銀行が当座預金の設定とい

う仕方で貸付を行ないうるのは，①銀行がすで

に貨幣取扱業務としての当座預金業務を行なっ

ており，②その当座預金業務は当座預金残高に

対応する貨幣の存在を必要としないということ

をすでに示しているために，③銀行はそれに対

応する貨幣を現実に保有することなしに，貸し

付けた貨幣をそのまま当座預金として預かった

ものとして処理しうる，からである。そして一

且設定された当座預金は，現実に貨幣が預け入

れられることによって生ずる当座預金と混和し

てしまうのであ・って，それの処理はやはり貨幣

取扱業務でしかないのである。

　銀行業を貨幣取扱業務と信用取扱業務との

r一体化的結合」において把握すること一こ

れが，マルクスの「貨幣取扱資本」論を合理的

に理解するためのαでありωである。

む　　す　　び

　以上われわれは，マルクスの「貨幣取扱資

本」論についてのわれわれの理解を呈示してみ

たのであるが，そこでわれわれが強調したかっ

た諸点をここに改めて整理し，以て「むすび」

としたい。

　本稿においてわれわれが強調したかった諸点

は，以下のようなものである。

（1〕銀付業は，貨幣取扱業務と信用取扱業務と

　の「一体化的結合」において成立している。

／2〕貨幣取扱業務と信用収扱業務とは，それぞ

　れ，資本の運動の異なった契機に立脚してお

　り，考察されうる抽象のレベルを異にしてい

　る。それ故マルクスは，それぞれを分離し

　て，それぞれに杣応しい論理段階において考

　察しているのである。

13〕貨幣取扱業務は，資本の流通過程で「貨幣

　が行なう純粋に技術的な諸連動」に立脚して

　成立するものであり，その限りでは，貨幣取

　扱業とそれに投下されるものとしての貨幣取

　扱資本は，自立的に存在しうるものとして措

　定されなければならないのであるが，貨幣取

　扱業は資本の再生産過私1から理論上初めて社

　会的に臼立した貨幣群を形成せしめざるをえ

　ず，そのため貨幣取扱資本は，上向した論理
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　段階においては銀行資本に転化せざるをえな

　いのである。

（4〕商業信用の限界は貨幣信用の成立を要諮す

　るが，貨幣信用を与えうる者は貨幣取扱資本

　をおいてほかにはない。それというのも，貸

　付可能な貨幣として理論上最初に現われうる

　のは，貨幣取扱資本の手［i］で資本の再生産過

　利1から社会約に白立せしめられた貨幣群以外

　にはありえないからである．．

㈲　しかし，貨幣信用が成立する論理段階で

　は，貨幣取扱資本は銀行資本という新たな規

　定を受けねばならず，それとともに貨幣取扱

　業務も銀行業務として規定し直されざるをえ

　ない。

16〕かくして，預金業務によって貸付可能な査

　幣を形成し，これを手形割引の形式で貸し付

　ける者として，銀行資本がひとまず措定され

　る。

（7〕銀行資本は，それの措定される論理の端初

　においては，かようにn己の現実に保有する

　貸付可能な貨幣を貸し付ける者として現われ

　るのであるが，それ白身の展開のうちに，そ

　もそもそれに対応する貨幣の実在しない仮空

　の自己宛債務（昌信用貨幣）を創出して貸し

　付ける者へと昇華するのである。

18〕したがって銀行信用論は，r自己の現実に

　保有する貸付可能な貨幣を貸し付ける」段階

　と「そもそもそれに対応する貨幣の実在しな

　い仮空の自己宛債務（巳信用貨幣）を創出し

　て貸し付ける」段階とを論理的に明確に区別

　した上で，前者から後者へと展開されていく

　のでなければならない。商業信用に対する銀

　行信用のr代位関係」は，後者の論理段階に

　おいてはじめて論じられうるのである。

　マルクスのr貨幣取扱資本」論に’ついての以

上のような理紐は，すでにその内にマルクスの

r利子生み資本」論（およびそれについての従

来の理解）や従来の信用論研究に対する一一定の

批判を含んでいると言ってよく，本稿において

もその点は多少とも則きらかにされていると思

うのであるが，それらのいっそう詳細な展開は

やはり今後の課魎としなければならない。
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